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Ｔ＆Ｄ保険グループの太陽生命保険株式会社（社長 田中勝英）は、平成31 年 4月 1 日より、「Ｍｙ介

護Ｂｅｓｔ（一時払）」(正式名称：無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001))の販売を開始し
ますのでお知らせいたします。 
 
人口構造の変化により、公的介護保険制度における要介護認定者は増加傾向にあり、80 代の約 5.5 人に

１人が要介護２以上の認定を受けています(＊1)。一方、平均寿命は年々伸びており、2050 年には平均寿命
が男性 83.5 歳、女性 90.2 歳になると予想されるなど（＊2）、「人生 100 歳時代」の到来が見込まれています。 

 
「Ｍｙ介護Ｂｅｓｔ（一時払）」は、公的介護保険制度で要介護２以上の認定を受けるなど所定の介護を

要する状態に該当した場合に、一生涯にわたって終身生活介護年金をお受け取りいただけます。 
また、要介護２以上等に該当せずに、万一のことがあった場合には、死亡給付金をお支払いするなど、

介護に加え相続についても備えたいというお客様のニーズにもお応えできる商品です。 
さらに、契約時の予定利率は、契約月ごとに決まるとともに、一定期間後には予定利率を見直す利率変

動型の保険(＊3)となっているため、将来市場金利が上昇したときには、キャッシュバリューの増加が期待
できます。 

 
このように、「Ｍｙ介護Ｂｅｓｔ（一時払）」は、介護と万一のときの保障を一生涯確保できるとともに、

低金利環境における長期的な資産形成にも活用でき(＊4)、お客様の多様なニーズにお応えすることができ
ます。 

 
 
 
 
 

 
 「Ｍｙ介護Ｂｅｓｔ（一時払）」の商品概要については、【別紙】をご参照ください。 
 太陽生命は、これからもたくさんのお客様により大きな安心をお届けできるよう、商品・サービスのさ
らなる充実を図ってまいります。 

以  上  

 

 

 

 

 

    太陽生命、「Ｍｙ介護Ｂｅｓｔ（一時払）」を新発売！ 

        ～ 一生涯の介護保障を準備できる利率変動型保険 ～ 

(*1) 総務省統計局「人口推計（平成28年 10月報）」および厚生労働省「介護給付費等実態調査（平成28年 10月分）」より当社計算。 

(*2) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年 1月推計）」の死亡中位による推計結果。 

(*3) この保険は、一定期間後の予定利率計算基準日に予定利率を見直すことがあります。予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率（0.25％） 

を上回れば、当該予定利率計算基準日以降の基本年金額・解約払戻金額は増加します。なお、予定利率計算基準日以降の基本年金額が、契約当初の金額を 

下回ることはありません。 

(*4) ご契約後短期間で解約すると、解約払戻金は一時払保険料を下回ります。 

≪Ｍｙ介護Ｂｅｓｔ（一時払）の主な特長≫ 
１.所定の介護を要する状態に該当したとき、一生涯の終身生活介護年金をお受け取りいただけます！ 
２.キャッシュバリューがあるので長期的な資産形成としてご活用できます！ 
３.万一の場合に備えて死亡保障も準備できます！ 
４.予定利率を見直す利率変動型の保険です！ 



○ 無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001) 

 

Ａ．予定利率の変動について 
この保険は、予定利率計算基準日(*1)に予定利率を見直すことがあります。 

 
Ｂ．最低保証予定利率 

予定利率（契約時・契約後30年ごとの見直し時）は、最低保証予定利率0.25％を下回ることはあり 
ません。 
 
(*1)予定利率計算基準日：予定利率を見直す日をいい、契約日から 30 年ごとの年単位の契約応当日

になります。ただし、被保険者の年齢が110歳に達した日以後および第1回の終身生活介護年金
が支払われた日以後を除きます。 

 別 紙  

Ｍｙ介護Ｂｅｓｔ（一時払）の概要 
 

１.正式名称  

 
 

２.仕組み（イメージ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３.保障内容 
 

 
 

４.予定利率等 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

名称 支払事由 支払金額 

終身生活 
 介護年金 

つぎのいずれかに該当したとき（２回目以後の年金は生存を条件） 

ア．所定の要生活介護状態が継続して180日あること 

イ．公的介護保険制度の要介護２以上に認定 

基本年金額 

死亡一時金 

被保険者が、第１回の終身生活介護年金が支払われた後、支払保

証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき 

基本年金額× 
（支払保証期間
の年数－終身生
活介護年金を支
払った回数） 

死亡給付金 

終身生活介護年金が支払われずに死亡したとき 一時払保険料と
責任準備金のい
ずれか大きい金

額と同額 



 
 
 
  

 

 

 

５.契約取扱概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

 

 

年金の種類 終身年金 

支払保証期間 20年 

加入年齢範囲 20歳～79歳 

保険料払込方法 一時払 

最低限度 基本年金額4万円 かつ 一時払保険料50万円 

単位 基本年金額1万円 

診査区分 告知書扱 

その他 初回年金割増特則の付加を必須とします（割増率100％）。 

このニュースリリースは商品の概要を説明したもので、保険募集を目的としたものではありません。 
詳細につきましては、「商品パンフレット」等をご覧ください。 


